
（
大
名
美
恵
子
議
員
の
賛
成

す
る
討
論
か
ら
）

閣
議
決
定
さ
れ
た
「
反
撃

能
力
」
の
保
有
は
、
相
手
国

が
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
等
の
発
射

前
の
段
階
で
も
相
手
国
が

「
攻
撃
に
着
手
」
し
た
と
み

な
し
て
反
撃
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
て
、
実
質
的

に
国
際
法
上
も
違
法
な
先
制

攻
撃
と
な
り
う
る
事
態
が
想

定
さ
れ
る
。
憲
法
第
9
条
の

も
と
で
絶
対
に
許
さ
れ
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

安
倍
内
閣
以
来
、
国
は
安

保
法
制
を
強
行
し
集
団
的
自

衛
権
を
認
め
、
今
ま
た
敵
基

地
攻
撃
を
可
能
と
し
て
、
軍

事
費
を
倍
増
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

ひ
た
ひ
た
と
戦
争
の
準
備

を
す
す
め
る
こ
と
に
村
民
の

命
と
暮
ら
し
を
守
る
村
議
会

が
、
じ
っ
と
黙
っ
て
い
て
い

い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
時
こ
そ
地
方
か

ら
「
二
度
と
戦
争
を
起
こ
す

道
を
歩
ん
で
は
な
ら
な
い
」

と
、
声
を
あ
げ
る
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

憲
法
違
反
の
3
文
書
を
受

け
入
れ
る
こ
と

は
、
憲
法
第
９

９
条
逸
脱
の
判

断
と
も
言
え
ま

す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
下
で

は
、
取
引
相
手
か
ら
事
業
者

登
録
番
号
が
明
記
さ
れ
た
イ

ン
ボ
イ
ス
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
が
な
い
と
、
取
引
相

手
は
消
費
税
の
納
税
額
か
ら
、

仕
入
れ
・
経
費
に
掛
か
る
消

費
税
を
差
し
引
く
こ
と
が
、

認
め
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で

す
。イ

ン
ボ
イ
ス
は
、
8
％
と

１
０
％
の
税
率
ご
と
に
金
額

茨
城
県
労
働
組
合
総
連
合

が
提
出
し
た
「
最
低
賃
金
の

大
幅
引
上
げ
と
中
小
企
業
支

援
策
の
拡
充
を
求
め
る
意
見

書
」
採
択
の
請
願
は
、
建
設

産
業
委
員
会
で
審
査
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
6
月
議

会
で
採
決
さ
れ
ま
し
た
。

茨
城
労
連
は
最
低
生
計
費

試
算
調
査
を
行
っ
た
結
果
、

水
戸
市
在
住
の
２
５
歳
の
青

年
労
働
者
の
最
低
生
計
費
は

男
性
が
２
５
万
２
９
８
７
円
。

女
性
が
２
５
万
１
１
２
４
円

で
し
た
。
年
額
に
換
算
す
る

と
約
３
０
０
万
円
に
な
り
、

労
働
時
間
月
１
５
０
時
間
で

計
算
す
る
と
、
時
給
は
男
性

が
１
６
８
７
円
、
女
性
が
１

６
７
４
円
だ
っ
た
と
の
事
で

す
。物

価
水
準
は
茨
城
も
東
京

ほ
か
他
府
県
と
ほ
と
ん
ど
差

が
な
く
、
最
低
賃
金
を
全
国

一
律
１
５
０
０
円
に
す
る
必

要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

い
う
事
で
し
た
。

を
ま
と
め
た
領
収
書
・
請
求

書
で
す
。

経
過
措
置
（
～
２
３

年
9

月
３
０
日
）
を
経
て
、
本
格

実
施
が
始
ま
り
ま
す
。

取
引
先
に
言
わ
れ
る
ま
ま

登
録
し
て
し
ま
っ
た
場
合

は
…
？

❖
実
施
ま
で
な
ら
「
取
り
下

げ
」
「
再
申
請
」
が
可
能
で

す
。

■
請
願
は
、
賛
成
少
数
で
不

採
択
と
な
り
ま
し
た
。

「
激
減
緩
和
」
措
置
で
負

担
は
減
る
の
？

❖
「
激
変
緩
和
」
策
は
時
限

措
置
に
す
ぎ
ず
、
「
免
税
事

業
者
が
課
税
事
業
者
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
事

務
負
担
と
消
費
税
負
担
が
発

生
す
る
」
と
い
う
根
本
問
題

は
解
消
さ
れ
ま
せ
ん
。

イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
取
引
を

通
じ
て
事
業
者
を
お
互
い
に

大
名
美
恵
子
議
員
は
、
加

齢
性
難
聴
者
の
補
聴
器
購
入

費
へ
の
助
成
制
度
創
設
に
つ

い
て
、
こ
の
間
住
民
要
望
も

ふ
ま
え
て
一
般
質
問
で
取
り

上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回

の
陳
情
に
よ
り
大
変
学
ば
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

日
本
耳
鼻
咽
喉
科
頭
頸
部

外
科
学
会
に
よ
れ
ば
、
難
聴

に
は
次
の
よ
う
な
影
響
が
あ

る
と
の
こ
と
で
す
。

●
必
要
な
音
が
聞
こ
え
ず
、

社
会
生
活
に
影
響
を
及
ぼ

す
。

●
危
険
を
察
知
す
る
能
力
が

低
下
す
る
。

●
家
族
や
友
人
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く

い
か
な
く
な
る
。

●
自
信
が
な
く
な
る
。

●
認
知
症
発
症
の
リ
ス
ク
を

大
き
く
す
る
。

●
社
会
的
に
孤
立
し
、
う
つ

状
態
に
陥
る
こ
と
も
あ
る
。

“
け
ん
制
”
さ
せ
る
こ
と
で
、

消
費
税
の
免
税
業
者
に
も
、

課
税
業
者
に
も
、
重
大
な
選

択
を
迫
り
ま
す
！

消
費
税
の
免
税
業
者
は
、

課
税
業
者
に
な
る
か
、
取
引

を
あ
き
ら
め
る
か
、
消
費
税

分
を
値
引
き
す
る
か
、
を
迫

ら
れ
ま
す
。
免
税
業
者
に
も

課
税
業
者
に
も
重
大
な
影
響

が
あ
る
の
で
す
！

６
月
２
８
日
の
文
教
厚
生

委
員
会
で
、
陳
情
者
が
行
っ

た
陳
情
の
趣
旨
説
明
か
ら
、

一
部
ご
紹
介
し
ま
す
。

東
海
村
議
会
報
告

2023年8月号
東海村議会議員
日本共産党
大名美恵子

〒319‐1192
東海村東海3-7-1
（東海村議会）
携帯電話
090-3961-8578

安保関連3文書の閣議決定の撤回を求める意見書提出議案は、賛成少数で「否決」に

村議会から声をあげよう！子や孫らの未来も
平和に安心して暮らせる社会へ。

二度と戦争を起こす道を歩んではならないと。

今
年
の
夏
も
異
常
な
暑
さ
と
な
り
ま
し
た
。

お
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
。

６
月
議
会
等
の
と
り
く
み
に
つ
い
て
、
ご

報
告
い
た
し
ま
す
。意見書提出議案に対する各議員の態度

（敬称略。1名欠席）

【賛成】大名美恵子 村上孝 江田五六
恵利いつ 阿部功志

【反対】飛田静幸 舛井文夫 大内則夫
河野健一 吉田充宏 寺門定範
笹嶋士郎 三上修
岡崎悟 植木伸寿

安
保
３
文
書
の
閣
議
決
定

撤
回
を
求
め
る
事
に
賛
成

最
低
賃
金
の
大
幅
引
上
げ
と
中
小
企
業

支
援
策
の
拡
充
を
求
め
る
事
に
賛
成

今
年
4
月
6
日
、
中
央
最

低
賃
金
審
議
会
が
、
目
安
制

度
の
在
り
方
に
関
す
る
全
員

協
議
会
の
報
告
を
受
け
、
毎

年
の
最
低
賃
金
改
定
で
都
道

府
県
に
格
差
を
つ
け
て
目
安

を
示
し
て
い
る
地
域
区
分
を

4
ラ
ン
ク
か
ら
3
ラ
ン
ク
に

削
減
し
ま
し
た
.

こ
れ
は
今
回
の
請
願
も
含

め
た
、
地
域
間
格
差
拡
大
を

批
判
す
る
世
論
と
、
労
働
者

や
労
働
組
合
の
運
動
に
よ
る

成
果
で
あ
り
、
労
働
者
の
実

感
や
実
態
を
改
善
さ
せ
よ
う

と
声
を
あ
げ
る
こ
と
の
大
事

さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
ほ
ん
の
わ
ず
か
の

前
進
で
す
。
本
村
議
会
か
ら

今
回
意
見
書
を
あ
げ
る
こ
と

で
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を

後
押
し
す
る
こ
と
に
な
り
、

働
く
者
の
暮
ら
し
を
改
善
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
確
信

し
ま
す
。

賛
成
討
論
か
ら

日
立
民
主
商
工
会
が
提
出

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
実
施
延
期
を
求

め
る
意
見
書
採
択

に
関
す
る
請
願
は
、

継
続
審
査
に

補
聴
器
購
入
費
の
一
部
助
成
に
つ
い
て

の
陳
情
書

陳
情
者

舟
石
川
ひ
ふ
み
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

院
長

貞
安

令

様

２
０
１
７
年
に
ラ
ン
セ
ッ

ト
国
際
委
員
会
は
、
難
聴
は
高

血
圧
、
肥
満
、
糖
尿
病
な
ど
と

と
も
に
認
知
症
の
危
険
因
子
の

１
つ
に
あ
げ
た
。

２
０
２
０
年
に
は
、
予
防
可

能
な
複
数
の
要
因
の
中
で
、
難

聴
は
認
知
症
の
最
も
大
き
な
危

険
因
子
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も

な
さ
れ
た
。

難
聴
が
あ
る
と
、
耳
か
ら
脳

へ
の
情
報
刺
激
が
減
少
し
、
認

知
症
が
発
症
し
や
す
く
な
り
、

さ
ら
に
難
聴
の
た
め
に
会
話
が

減
り
、
周
囲
の
人
と
疎
遠
に
な

り
、
個
人
的
な
活
力
と
社
会
活

動
の
低
下
を
き
た
し
て
、
認
知

症
の
進
行
も
早
く
な
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
難
聴
に
対
し
て

対
策
を
取
ら
な
い
場
合
は
、
治

療
な
ど
の
コ
ス
ト
を
含
め
た
経

済
的
な
損
失
は
年
間
７
５
０
０

億
ド
ル
＝
約
８
０
兆
円
と
、
試

算
し
て
い
る
。

医
師
の
診
察
が
無
く
補
聴
器

を
買
う
だ
け
で
、
助
成
金
が
出

る
自
治
体
も
あ
る
が
、
こ
れ
は

非
常
に
危
険
な
状
態
。
補
聴
器

の
購
入
に
は
、
補
聴
器
相
談
医

の
診
察
を
受
け
、
適
切
な
検
査

を
受
け
る
こ
と
ら
始
め
る
こ
と

が
重
要
。

茨
城
県
初
の
正
し
い
助
成
制

度
を
開
始
し
て
頂
き
た
い
。



委
員
会
が
行
な
っ
て
き
た
調

査
は
次
の
と
お
り
で
す
。

調
査
項
目

①
東
海
第
二
発
電
所
視
察

〖
専
門
家
の
意
見
聴
取
〗

②

原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

❖
昨
年
の
８
月
２
４
日
、
経

済
産
業
省
の
職
員
の
説
明
を
受

け
ま
し
た
が
、
こ
の
日
国
で
は

Ｇ
Ｘ
実
行
会
議
が
開
か
れ
、
岸

田
首
相
が
「
再
エ
ネ
や
原
子
力

は
Ｇ
Ｘ
を
進
め
る
上
で
不
可
欠
」

と
し
て
、
「
既
設
原
発
の
最
大

限
の
活
用
」
と
「
次
世
代
革
新

炉
の
開
発
・
建
設
」
等
の
検
討

の
加
速
を
求
め
ま
し
た
。

③
新
規
制
基
準
に
つ
い
て

④
広
域
避
難
計
画
に
関
し
て

⑤
廃
棄
物
に
関
す
る
こ
と

❖
専
門
家
の
意
見
は
、
再
稼

働
が
「
必
要
」
、
「
す
べ
き
で

な
い
」
の
両
者
か
ら
計
８
人
聴

取
し
ま
し
た
。

⑥
再
び
東
海
第
二
工
事
視
察

〖
経
済
産
業
省
の
説
明
〗

⑦
Ｇ
Ｘ
実
現
へ
の
基
本
方
針

〖
東
海
村
の
説
明
〗

⑧
広
域
避
難
計
画
に
つ
い
て

「
緊
急
時
対
応
」
の
取
り

ま
と
め
に
は
、
１
４
市
町

村
の
避
難
計
画
が
出
そ
ろ

う
こ
と
が
必
要

Ｇ
Ｘ
実
現
へ
の
基
本
方
針

の
説
明
後
、
原
特
委
員
か
ら

「
３
０
㌔
圏
内
１
４
市
町
村

の
広
域
避
難
計
画
が
出
そ
ろ

わ
な
け
れ
ば
、
原
子
力
防
災

協
議
会
・
作
業
部
会
が
行
な

う
『
緊
急
時
対
応
』
の
取
り

ま
と
め
は
で
き
な
い
の
か
」

と
の
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

経
済
産
業
省
の
職
員
は
、

「
そ
の
通
り
で
す
」
と
、
回

答
し
ま
し
た
。

※
緊
急
時
対
応
＝

発
災
時
か

ら
Ｕ
Ｐ
Ｚ
の
一
時
移
転
の
段
階

の
緊
急
時
対
応
が
、
原
子
力
災

害
対
策
指
針
等
に
照
ら
し
、
具

体
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
の
資
料
。

原
発
の
再
稼
働
の
た
め
に
は
、

緊
急
時
対
応
の
取
り
ま
と
め
、

原
子
力
防
災
会
議
へ
の
報
告
と

了
承
が
必
要
で
す
。

東
海
第
二
地
域
の
避
難
計

画
策
定
は
真
に
困
難
。
実

効
性
の
後
回
し
は
危
険
増
大
。

国
内
は
も
と
よ
り
世
界
的

に
も
人
口
過
密
、
首
都
圏
近

接
の
東
海
第
二
原
発
。
広
域

避
難
計
画
策
定
が
ど
ん
な
に

困
難
か
、
誰
で
も
理
解
し
得

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

東

海

第

二

原

発

を

め

ぐ

る

新

安

全

協

定

の

「
協
議
会
」
に
お
け
る
協
議

事
項
素
案
を
確
認
し
、
原
電

に
示
し
た
意
図
は
何
か

村
長

協
議
会
は
６
市
村

と
原
電
で
構
成
す
る
と
定
め

ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
自
治
体
側
で
検
討
し
、

協
議
会
を
構
成
す
る
事
業
所

に
示
し
た
も
の
。
自
治
体
主

導
で
あ
ら
か
じ
め
整
理
す
る

こ
と
が
必
要
と
考
え
た
。

６
市
村
は
、
工
事
の
使
用
前

検
査
を
燃
料
を
装
荷
し
て

行
う
場
合
、
装
荷
す
る
前
に

「
協
議
会
」
に
入
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
が

村
長

首
長
懇
談
会
と
し

て
も
再
稼
働
の
定
義
、
燃
料

装
荷
と
事
前
了
解
の
解
釈
、

考
え
方
は
整
理
し
て
い
な
い

の
で
、
今
後
議
論
が
必
要
と

考
え
る
。

実
効
性
あ
る
避
難
計
画
を

き
ち
ん
と
立
て
て
か
ら
、
村

民
の
意
向
把
握
、
再
稼
働
の

是
非
判
断
と
い
う
流
れ
を

明
確
に
し
た
方
が
良
い
の
で

は
村
長

住
民
の
意
向
把
握

が
重
要
だ
と
考
え
る
の
で
、

発
電
所
の
安
全
対
策
だ
け
で

は
な
く
、
防
災
対
策
と
し
て

の
広
域
避
難
計
画
が
策
定
さ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
策

定
後
に
是
非
判
断
を
し
て
い

く
。

再
重
点
政
策
「
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
の
推
進
」
の
中
の
避

難
行
動
要
支
援
者
の
個
別

計
画
作
成
と
は
、
ま
た
課
題

は
何
か

福
祉
部
長

法
改
正
に
よ

り
避
難
行
動
要
支
援
者
ご
と

に
避
難
計
画
を
作
成
す
る
こ

と
が
努
力
義
務
と
規
定
さ
れ

た
。災

害
時
の
避
難
の
実
効
性

を
高
め
る
た
め
の
も
の
。

本
村
で
は
９
０
名
が
対
象
。

昨
年
度
中
に
ハ
ザ
ー
ド
地
区

内
の
６
名
の
計
画
は
作
成
。

避
難
行
動
要
支
援
者
一
人

ひ
と
り
に
避
難
支
援
者
を
配

置
し
な
が
ら
作
成
を
進
め
る
。

計
画
に
は
、
自
然
災
害
と

原
子
力
災
害
と
を
分
け
て
避

難
経
路
を
記
載
す
る
が
、
避

難
支
援
者
は
自
然
災
害
時
は

関
係
す
る
住
民
に
お
願
い
し
、

原
子
力
災
害
時
は
、
村
職
員

と
関
係
機
関
が
行
い
、
必
要

な
人
員
を
適
正
に
配
置
し
て

い
く
。

原
発
事
故
で
犠
牲
に
な
っ
た

命
と
暮
ら
し
は
、
国
に
も
事
業

者
に
も
取
り
戻
せ
な
い

大
名
美
恵
子
議
員

対
象

者
は
固
定
的
で
は
な
く
今
後

増
え
て
い
く
と
考
え
る
。
安

全
に
移
動
・
避
難
が
で
き
る

手
立
て
と
、
避
難
支
援
者
の

方
が
、
要
支
援
者
の
状
況
を

事
前
に
十
分
把
握
し
て
お
く

こ
と
が
重
要
。

実
際
に
体
験
さ
せ
ら
れ
た

原
発
事
故
を
避
け
る
た
め
に

は
「
再
稼
働
し
な
い
、
さ
せ

な
い
」
こ
と
。
犠
牲
に
な
っ

た
住
民
の
命
と
く
ら
し
を
取

り
戻
す
こ
と
は
国
に
も
事
業

者
に
も
で
き
な
い
。

来
年
度
か
ら
3

年
間
の

「
高
齢
者
福
祉
計
画
」
は
、

今
年
度
検
討
・
策
定
さ
れ
ま

す
。
同
時
に
６
５
歳
以
上
の

介
護
保
険
料
算
定
も
行
わ
れ

ま
す
。

大
名
美
恵
子
議
員
は
、
一

般
質
問
で
「
今
般
の
物
価
高

騰
等
、
ま
た
国
の
社
会
保
障

予
算
削
減
な
ど
を
考
慮
し
、

来
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料

算
定
で
は
、
村
の
基
金
を
十

分
活
用
し
、
引
き
下
げ
も
視

野
に
入
れ
、
第
１
号
被
保
険

者
の
負
担
増
は
避
け
る
こ
と

が
重
要
」
と
求
め
ま
し
た
。

福
祉
部
長
は
、
「
今
後
3

年
間
の
費
用
の
推
計
を
行
い
、

結
果
次
第
で
は
、
介
護
給
付

費
準
備
基
金
の
活
用
も
含
め

検
討
し
て
い
く
」
と
答
弁
。

東
海
第
二
原
発
の
再
稼
働
是
非
を

め
ぐ
る
請
願
審
査
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

原
子
力
問
題
調
査
特
別
委
員
会

６
月
議
会
一
般
質
問
か
ら

無料化を行っている
自治体

来
年
度
か
ら
の
「
介
護
保
険
料
」
は

引
下
げ
を
め
ざ
し
て
ほ
し
い

こどもの
医療費保護者負担

ゼロ

保育料の

保護者負担
ゼロ

学校給食の

保護者負担

ゼロ

現在東海村の「こどもの医療費に関

する制度」は、茨城県と一体の「マル福」

と、東海村独自の「マル特」制度により、

入院も外来も最終的に保護者負担はゼ

ロです。

保育料は、国が3歳児以上を無料とし

たため、給食費のみ有料です。

０～2歳児は給食費込みの保育料です

が、有料です。

3歳児以上の給食費と、3歳未満児の

保育料の無料化をめざします。

兵庫県明石市、5つの無料化。

①高３までのこども医療費 ②第2子以降

の保育料 ③０歳児の見守り訪問「おむつ

定期便」 ④中学校の給食費

⑤公共施設の入場料

茨城県内の給食費無料化は？

小・中とも無料 城里町、大子町、潮来市、

河内町、北茨城市、日立市

中学のみ無料 水戸市

学校給食費は、この4月から公会計に移行しま

した。現在、小学生で4200円、中学生が4600円

の保護者負担があります。

学校では「食育」指導を教職員の共通理解のもと、

教育活動全体を通して行われることとされていま

す。そして給食は「生きた教材」として活用が求め

られています。

給食は、「こども達の育ち応援」としても貴重です。

こうした重要な教育の一環である「給食」費の保

護者負担をゼロにする自治体が、いま増えていま

す。本村も保護者負担ゼロをぜひ❣


